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１．計画策定の背景と目的等 

1-1. 計画策定の背景 

平成 7 年１月 17 日に発生した阪神・淡路大震災で、昭和 56 年（1981 年）5 月以前の耐震

基準（旧耐震基準）で建築されたものの倒壊等により、多くの方が亡くなられた教訓から、

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下「耐震改修促進法」という。）が制定され、

全国的に耐震化の取組みが進められるようになりました。 

しかしながら、近年においても平成 28 年 4 月の熊本地震や平成 30 年 9 月の北海道胆振東

部地震、令和 6年 1月の能登半島地震などの大地震に際し、大きな被害が出ています。 

日本ではいつ、どこで大地震が発生してもおかしくない状況にあり、特に、南海トラフ地

震については、政府の地震調査研究推進本部発表（令和 7年 9月）によると、今後 30年以内

での発生確率は 60～90％程度以上とされています。 

また、奈良県に位置する活断層である奈良盆地東縁断層帯は、今後 30年の間に地震が発生

する可能性が、我が国の主な活断層の中では高いグループに属しています。 

これらの地震が発生した場合には多数の死傷者の発生や甚大な建物被害が起こることを認

識し、地震から人的・経済的被害の軽減を図るため住宅・建築物の耐震化を進めることが必

要です。 

本町においては、耐震改修法に基づき、国の基本方針や「奈良県耐震改修促進計画（平成

19 年 3月）」を上位計画としつつ、平成 20年 10月に「三郷町耐震改修促進計画」を策定し

ました。その後、耐震改修促進法の改正や町内における住宅・建築物の耐震化の状況等を踏

まえ、平成 30 年 3 月及び令和 3 年 3 月に「三郷町耐震改修促進計画」の一部見直しを行い、

住宅・建築物の耐震化への取り組みを継続してきました。 

しかし、未だ耐震性が不足する建築物等の解消には至っていないことから、その後の法改

正や県計画の改定など諸情勢を踏まえ、新たな計画へと改定することで、町内の建築物等の

耐震化をさらに促進します。 

 

図 1-1 住宅・建築物の耐震化の必要性 
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1-2. 目的 

三郷町建築物耐震改修促進計画（以下、「本計画」という。）は、本町において、地震時に

おける住宅・建築物の被害の軽減、町民の生命と財産の保護に努めるため、県及び建築関係

団体等と連携して計画的かつ総合的に既存建築物の耐震化を推進するために策定するもので

す。 

 

1-3. 位置づけ 

本町の「まちづくりの指針」である「未来へつなぐ-三郷町総合戦略」及び「三郷町地域防

災計画」との整合を図りつつ、耐震改修促進法第 4条に基づく国の基本方針（令和 7年 7月）

及び第 5条に基づく奈良県耐震改修促進計画（令和 8年 3月）（以下、「県計画」という。）

を勘案し、本町の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画として、

本計画を定めます。 

 

図 1-2 三郷町耐震改修促進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4. 計画期間 

本計画の計画期間は、令和 8年度（2026年度）から令和 17年度（2036年度）までの 10ヵ

年とします。 

また、概ね 5年が経過した段階において、必要に応じて計画の見直しを行うこととします。 

  

災害対策基本法 

奈良県地域防災計画 

三郷町地域防災計画 

建築物の耐震改修の 
促進に関する法律 

まち・ひと・しごと 

創生法 

建築物の耐震診断及び耐震
改修の促進を 

図るための基本的な方針 

奈良県耐震改修促進計画 

三郷町建築物耐震改修促進

計画 

未来へつなぐ- 

三郷町総合戦略 
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1-5. 耐震化の促進を図る建築物 

阪神・淡路大震災や、平成 28 年 4 月の熊本地震、令和６年能登半島地震において、特に、

昭和 56 年（1981年）5月以前に建築されたものの被害が顕著に見られたことを踏まえ、本計

画では昭和 56年（1981年）5月の新耐震基準適用以前の構造基準で設計・建築された既存建

築物のうち耐震化が完了していない「住宅」「要緊急安全確認大規模建築物」「多数の者が利

用する建築物等（特定既存耐震不適格建築物）」を対象とします。 

 

図 1-3 本計画の対象建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これら対象建築物のほか、平成 12 年（2000 年）5 月 31 日までに建築された木造住

宅についても本計画の対象にするとともに、地震時の建築物の総合的な安全対策を図るため、

次に掲げる建築設備、工作物なども本計画の対象に加え、町内全域の建築物等の地震に対す

る安全性の向上を図ることとします。 

○居住空間内の安全対策 

○エレベーターの安全対策 

○工作物等の安全対策 

○大規模空間の天井崩落対策 

など 

 

 

 

  

昭和 56 年（1981年）5月以前の建築物のうち耐震化が完了していない建築物 

 
住宅（戸建て・共同住宅） 

多数の者が利用する建築物等 

・多数の者が利用する建築物(法第 14条第 1号) 

・危険物の貯蔵場又は処理場(法第 14条第 2号) 

※本町の対象建築物なし 

・緊急輸送道路等の避難路沿道建築物(法第 14 条第 3 号) 

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第 3条第 1項) 

要安全確認計画記載建築物(法第 7 条) 

※本町の対象建築物なし 

公共建築物 
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２．本町で想定される地震 

2-1. 第２次奈良県地震被害想定調査報告書 

第 2次奈良県地震被害想定調査報告書（平成 16 年 10 月奈良県公表）において、奈良県

で発生が想定されている内陸型地震及び海溝型地震の建物被害想定及び人的被害想定は、

表に示すとおりです。 

建物被害・人的被害ともに、内陸型地震において甚大となり、その被害の大半は、地震

の「揺れ」（地震動）によるものとなっています（建物被害の約 95％、死者の約 85％が「揺

れ」によるもの。なお、建物被害の残り約 5％は、液状化と斜面崩壊によるものであり、死

者の残り約 15％は、斜面崩壊と火災によるものです。）。 

このことから、地震の「揺れ」（地震動）により引き起こされる建物の倒壊を防ぐこと

が、地震による建物被害及び人的被害を軽減するために必要不可欠であることが分かりま

す。このためには、予防対策としての建物の耐震化が有効であり、住宅・建築物の耐震化

の促進が、緊急かつ重要な課題と考えられます。 

また、東南海地震、南海地震の発生確率は高く、奈良盆地の広い範囲で液状化による建

築物被害が発生し、県南部地域では揺れ及び斜面崩壊による建築被害が発生します。 

 

図 2-1 内陸型地震の想定震源     図 2-2想定マグニチュード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 建物・人的被害想定 
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2-2. 南海トラフ巨大地震の被害想定 

令和７年３月に内閣府より発表された「南海トラフ巨大地震最大クラス 地震における被

害想定」では、南海トラフ巨大地震対策を検討する際に想定すべき最大クラスの地震・津

波に対する被害想定がとりまとめられています（令和７年３月に発表された被害想定は、

平成 25 年３月に公表された前回の被害想定について、想定手法の見直し、再計算されたも

の）。 

この地震・津波は、次に必ず発生するというものではなく、現在の知見では発生確率を

想定することは困難ですが、その発生頻度は極めて低いものです。しかし、仮に発生すれ

ば、西日本を中心に甚大な被害をもたらすだけでなく、人的損失や国内生産・消費活動、

日本経済のリスクの高まりを通じて、影響は我が国全体に及ぶ可能性があります。 

なお、同想定によると、三郷町における最大震度は６強と想定されています。 

 

     図 2-4南海トラフ巨大地震の規模と想定震源断層域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5南海トラフ巨大地震による各市町村の最大震度一覧 

  

（出典：南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会 地震モデル報告書について 令和７年３月） 
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３．本町における建築物の耐震化の現状 

3-1. 耐震化の現状 

（1）住宅の現状 

①新旧耐震別住宅の状況 

1）新旧耐震別住宅数 

令和 5 年の住宅・土地統計調査によると、本町の年代別住宅数は、表 3-1 のとおりと

なっています。住宅数は全体で 10,000戸あり、このうち旧耐震の住宅が 3,101戸で全体

の 31.0％を占めています。 

 

表 3-1 年代別住宅の状況（令和５年）            （単位：戸） 

区分 総数 
 構造 

構成比 木造 非木造 

旧耐震 3,101 31.0% 2,203 898 

新耐震 6,899 69.0% 4,427 2,472 

合計 10,000 100.0% 6,630 3,370 

注）年代不詳は、新旧比率で按分/建て方不詳は一戸建に/構造不詳は木造に含め、令和５年住

宅・土地統計調査の合計値と一致するように補正した値である。 

（出典：令和 5 住宅・土地統計調査） 

 

図 3-1 令和 5年時点における年代別住宅割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）新旧耐震別住宅数の推移 

住宅・土地統計調査の結果は令和 5年であるため、平成 20年、平成 25年、平成 30年、

令和 5 年の推移をもとに新旧耐震別、構造別にトレンド推計（直線回帰）を行い、その

“傾き”を算出しました。 

 

  

新耐震

69.0%

旧耐震

31.0%

合計戸数

10,000戸
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表 3-2 年代別、構造別住宅の推移               （単位：戸） 

区分 
H20 H25 H30 R5 トレンド推計

による傾き 2008 2013 2018 2023 

旧耐震 3,300 3,080 3,093 3,101   

 
木造 2,333 2,200 2,342 2,203 -11.65  

非木造 967 880 751 898 -6.70  

新耐震 5,770 6,180 6,077 6,899 

 

 
木造 3,640 3,800 4,145 4,427 54.12  

非木造 2,130 2,380 1,932 2,472 11.54 

合計 9,070 9,260 9,170 10,000 － 

 
木造 5,973 6,000 6,487 6,630  

非木造 3,097 3,260 2,683 3,370 － 

（出典：各年住宅・土地統計調査） 

 

3）新旧耐震別・建て方別・構造別住宅数の推計 

前述の木造、非木造ごとのトレンド推計による傾きを当てはめ、令和 7 年時点におけ

る木造、非木造の戸数を算出しました。 

さらに令和 5 年における一戸建、共同住宅等の比率を用いて令和 7 年の一戸建、共同

住宅等の住宅戸数を算出しました。その結果、令和 7 年における旧耐震の住宅は、一戸

建で 2,499戸、共同住宅等で 534戸となります。 

 

表 3-3 新旧耐震別・建て方別・構造別住宅数                （単位：戸） 

区分 
旧耐震 新耐震 R7 

合計 傾き R5 比率 R7 傾き R5 比率 R7 

木
造 

総数 -11.65 2,203 － 2,222  54.12 4,427 － 4,517  6,740 

一戸建 － 2,128 96.6% 2,147  － 4,362 98.5% 4,451  6,598 

共同住宅等 － 75 3.4% 76  － 65 1.5% 66  142 

非
木
造 

総数 -6.70 898 － 810  11.54 2,472 － 2,338  3,148 

一戸建 － 390 43.4% 352  － 810 32.8% 766  1,118 

共同住宅等 － 508 56.6% 459  － 1,662 67.2% 1,572  2,030 

合
計 

総数 － 3,101 － 3,033  － 6,899 － 6,855  9,888 

一戸建 － 2,518 － 2,499  － 5,172 － 5,217  7,716 

共同住宅等 － 583 － 534  － 1,727 － 1,638  2,172 

注）建築年不詳分、構造不詳分は戸建て住宅の旧耐震に含めた 

注）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある      

（出典：令和 5 年住宅・土地統計調査） 
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耐震工事実施済, 
2.2%

耐震工事未実施, 
97.8%

合計戸数

7,270戸

②耐震工事を実施した住宅（持家）数 

1）住宅（持家）全体 

住宅・土地統計調査によると、令和元年以降における住宅（持家）の耐震工事の実施状

況は、表 3-4 に示すとおりであり、耐震工事が実施された住宅は 160 戸で全体の 2.2％

程度となっています。 

 

表 3-4 住宅（持家）の耐震工事実施状況（令和元年以降）    （単位：戸） 

区分 木造 非木造 構造別合計 
 

構成比 

耐震工事実施済 160 0 160 2.20% 

耐震工事未実施 5,800 1,310 7,110 97.80% 

合計 5,960 1,310 7,270 100.00% 

注）工事実施不詳を未実施に含み再集計した値である。構造不詳の 10 戸は含まず。 

（出典：令和 5 年住宅・土地統計調査） 

 

図 3-2 住宅（持家）の耐震工事実施割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）耐震改修工事実施の住宅（持家）の新旧耐震年代別戸数の推計 

住宅（持家）の耐震改修工事の実施状況は、過去 25年間分の耐震改修工事実施戸数

としました。 

その結果工事を実施した住宅（持家）の合計は 826戸でこのうち旧耐震建築物は 329

戸となっています。 

また、年平均は 13戸（旧耐震）であるから旧耐震における耐震改修工事を実施した

住宅数は令和 7年度で 355戸と推計されます。 

 

表 3-5 耐震改修工事実施の住宅（持家）の新旧耐震年代別戸数 

（単位：戸） 

区分 
計（25 年間） H16 年度

～ 

H25 年度 

H16 年度

～ 

H25 年度 

H21 年度

～ 

H30 年度 

H26 年度

～ 

R5 年度 

R1 年度

～ 

R5 年度 

年 

平

均 

R7 年度  構成比 

旧耐震建築物 329 39.8% 35 84 103 47 60 13  355  

新耐震建築物 497 60.2% 51 116 157 73 100 20  537  

合計 826 100.0% 86 200 260 120 160 33  892  

（出典：住宅・土地統計調査） 
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③耐震診断結果により耐震性を満たす住宅数（旧耐震住宅） 

「新旧耐震別・建て方別・構造別住宅数の推計」による令和 7年の一戸建住宅数と共

同住宅数から、奈良県による建て方別耐震性割合（平成 20年から令和 5年）を用いて

令和 7年における耐震性を満たす旧耐震の住宅数を算出しました。その結果、一戸建住

宅は 802戸、共同住宅等は 510戸、計 1,312 戸と推計されます。 

 

表 3-6 旧耐震住宅のうち耐震性を満たす住宅数（令和７年）  （単位：戸） 

区分 
旧耐震 
の住宅数 

耐震性を満たす割合 
（奈良県算出） 

うち耐震性を満たす
旧耐震の住宅 

一戸建住宅 2,499  32.1% 802  

共同住宅 534  95.5% 510 

合計 3,033 － 1,312 
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④住宅の耐震化の現状 

令和 7年度における住宅の耐震化の現状（推計値）を以下に整理します。 

住宅総数 9,888戸のうち新耐震建築物数は 6,855戸（69.3％）、旧耐震建築物数は 3,033

戸（30.7％）となります。 

旧耐震建築物のうち耐震改修済住宅が 355 戸、耐震性を満たす住宅が 1,312 戸で新耐

震建築物のすべてが耐震化されているとした場合、耐震化されている住宅の合計は 8,522

戸で全体の 86.2％が耐震化されている住宅となります。 

 

図 3-3 住宅の耐震化の現状（令和 7年推計） 

住宅総数 

9,888 戸 

 

新耐震建築物数 

6,855 戸（69.3％） 

 

耐震化されている住宅 

8, 522 戸（86.2％） 

 

旧耐震建築物数 

3,033 戸（30.7％） 

  
耐震改修済住宅 

355 戸 
  

耐震性を満たす住宅 

1,312 戸 
  

耐震性が不十分な住宅 

1,366 戸（13.8％） 

 

図 3-4 令和 7年度時点における住宅の耐震化率 

 

 

 

 

 

 

  

耐震化されてい
る住宅, 86.2%

耐震性が不十分
な住宅, 13.8%

合計戸数

9,888戸
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（2）多数の者が利用する建築物等の現状 

耐震化を図る必要性が特に高い建築物として、耐震改修促進法第 14条に規定されてい

る多数の者が利用する建築物等の用途、規模の要件は、表 3-7 のとおりです。 

 

表 3-7 多数の者が利用する建築物等一覧 

法 
政令第 6 条 

第 2 項 
用途 規模要件 

多

数

の

者

が

利

用

す

る

建

築

物 

）

法

第

14

条

第 

1 

号

（    

第 1 号 幼稚園、幼保連携型認定こども園又は保育所 2 階以上かつ 500 ㎡以上 

第 2 号 

小学校等（小学校、中学校、中等教育学校の前期課程

若しくは特別支援学校） 

2 階以上かつ 1,000 ㎡以上 

※   屋内運動場の面積を含む 

老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他

これらに類するもの 
2 階以上かつ 1,000 ㎡以上 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉

センターその他これらに類するもの 

第 3 号 

学校（上記第 1 号及び小学校等を除く） 

3 階以上かつ 1,000 ㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに

類する運動施設 

病院、診療所 

劇場、観覧場、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄宿舎、下宿 

事務所 

博物館、美術館、図書館 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンス 

ホールその他これらに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類する 

サービス業を営む店舗 

工場（危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建

築物を除く） 

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構 

成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するも 

の 

自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐 

車のための施設 

保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な

建築物 

第 4 号 体育館（一般公共の用に供されるもの） 1 階以上かつ 1,000 ㎡以上 

危険物の貯蔵場又

は処理場（法第 14

条第 2 号） 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 
政令で定める数量以上の危険物を

貯蔵、処理する全ての建築物 

緊急輸送道路等の

避難路沿道建築物

（法第 14 条第 3

号） 

その敷地が第 5 条第 3 項第 2 号若しくは第 3 号の規

定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道

路又は第 6 条第 3 項の規定により市町村耐震改修促

進計画に記載された道路に接する通行障害建築物 

建築物のいずれかの部分の高さが

次のいずれかを超えるもの 

①前面道路の幅員が 12m 以下の場

合、6m 

②前面道路の幅員が 12m 超の場

合、その 1/2 
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表 3-8 道路を閉塞させる建築物の該当基準（耐震改修促進法第 14条第 3号） 

耐震改修促進法での区分 耐震改修促進法での区分 解説図 

面している緊急輸送道路の幅員が

12m を超える場合 

いずれかの部分の高さが、当該部分

から前面道路の境界線までの水平

距離に、道路幅員の 1/2 を加えたも

のより高い建築物 

 

 

 

 

 

面している緊急輸送道路の幅員が

12m 以下の場合 

いずれかの部分の高さが、当該部分

から前面道路の境界線までの水平

距離に、6m を加えたものより高い

建築物 
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本町内における耐震改修促進法に基づく多数の者が利用する建築物等の構造別建築物

数は、表 3-9のとおりです。 

 

表 3-9 多数の者が利用する建築物等の年代別建築物数 

（単位：棟） 

区分 棟数 

構  造 

木造 
鉄骨・鉄
筋コンク
リート造 

鉄骨造 
その他 
（不明を
含む） 

14
条
第
1
号 

多数の者が利
用する建築物 

 15 0 15 0 0 

 町有 12 0 12 0 0 

県有 3 0 3 0 0 

民間建築物 20 0 20 0 0 

計 35 0 35 0 0 

第
2
号 

危険物の貯蔵場又は処理場 0 0 0 0 0 

第
3
号 

緊急輸送道路等の避難路沿
道建築物 

7 1 4 2 0 

合計 (※) 39 1 (※) 36 2 0 

注）鉄骨・鉄筋コンクリート造には鉄筋コンクリート造を含む。 

(※) 第 1 号と第 3 号の重複があり、合計は一致しない。 

 

前記の多数物が利用する建築物等の耐震化の現状は、表 3-10に示すとおりです。 

多数の者が利用する建築物 35棟のうち、「耐震化されている建築物」は 10棟で、「耐

震化不明もしくは耐震性不十分な建築物」は 25棟あります。 

危険物の貯蔵場又は処理場はありません。 

緊急輸送道路等の避難路沿道建築物 6 棟は、すべて「耐震化不明もしくは耐震性不十

分な建築物」です。 
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表 3-10 多数物が利用する建築物等の耐震化の現状 

（単位：棟） 

          耐震化の現状 

 

 

   

区  分 

旧耐震 

建築物  

耐震診断

実施済み

建築物  

 

耐震改修

済み 

(B) 

耐震化さ

れている

建築物

（A+B） 

耐震化不

明もしく

は耐震性

不十分な

建築物 

耐震性を

満たす 

(A)  

14
条
第
1
号 

防災上重要な建築物（庁舎、病

院、学校、社会福祉施設等） 
11 10 0 6 6 5 

不特定多数の者が利用する建築

物（店舗、ホテル、旅館等） 
2 0 0 0 0 2 

特定多数の者が利用する建築物

（賃貸住宅、事務所、工場等） 
22 6 2 2 4 18 

小 計 35 16 2 8 10 25 

第
2
号 

危険物の貯蔵場又は処理場の用

途に供する建築物 
－ － － － － － 

第
3
号 

地震によって倒壊した場合にお

いて道路の通行を妨げ、多数の

者の円滑な避難を困難とする建

築物 

7 1 0 0 0 7 

合 計 (※) 39 17 2 8 10 (※) 29 

(※) 第 1 号と第 3 号の重複があり、合計は一致しない。 

 

図 3-5 多数物が利用する建築物等の耐震化の現状（令和 7年） 

多数物が利用する建築

物等（旧耐震建築物） 

39 棟 

  
耐震性を満たす 

多数の者が利用する建

築物等 

10 棟  

耐震性が不明もしくは耐震

性が不十分な 

多数の者が利用する建築

物等 

29 棟 
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3-2. 本町のこれまでの耐震化の取り組み 

（1）耐震診断 

本町は、平成 18年度から「既存木造住宅耐震診断支援事業」を実施しており、令和 7

年度末まで 96戸の耐震診断を行っています。 

 

表 3-11 三郷町既存木造住宅耐震診断支援事業実施状況 

（単位：戸） 

実施年度 診断件数 

診断結果【構造評点（保有耐力/必要耐力）】 

0.7 未満 
0.7 以上 
1.0 未満 

1.0 以上 
1.5 未満 

1.5 以上 

平成 18 年度 10 9 1 0 0 

平成 19 年度 10 9 0 1 0 

平成 20 年度 10 9 1 0 0 

平成 21 年度 7 5 2 0 0 

平成 22 年度 3 3 0 0 0 

平成 23 年度 5 5 0 0 0 

平成 24 年度 2 2 0 0 0 

平成 25 年度 5 3 2 0 0 

平成 26 年度 3 3 0 0 0 

平成 27 年度 2 2 0 0 0 

平成 28 年度 5 5 0 0 0 

平成 29 年度 4 4 0 0 0 

平成 30 年度 5 5 0 0 0 

令和元年度 3 3 0 0 0 

令和 2 年度 5 4 0 0 1 

令和 3 年度 4 2 2 0 0 

令和 4 年度 0 0 0 0 0 

令和 5 年度 4 4 0 0 0 

令和 6 年度 7 0 7 0 0 

令和 7 年度 2 0 2 0 0 

合 計 96 77 17 1 1 

 
構造評点 判定 構造評点 判定 

1.5 以上 倒壊しない 0.7 以上 1.0 未満 倒壊する可能性がある 

1.0 以上 1.5 未満 一応倒壊しない 0.7 未満 倒壊する可能性が高い 

（出典：町調べ） 
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（2）耐震改修 

本町は平成 25年度から「既存木造住宅耐震改修支援事業」を実施しており、令和 7年

度末まで 14件の耐震改修を行っています。 

 

表 3-12 三郷町既存木造住宅耐震改修支援事業実施状況 

年度 耐震改修実施件数 

平成 25 年度 4 件 

平成 26 年度 2 件 

平成 27 年度 0 件 

平成 28 年度 2 件 

平成 29 年度 2 件 

平成 30 年度 1 件 

令和元年度 1 件 

令和 2 年度 0 件 

令和 3 年度 1 件 

令和 4 年度 0 件 

令和 5 年度 0 件 

令和 6 年度 1 件 

令和 7 年度 0 件 

合計 14 件 

（出典：町調べ） 

 

 

（3）耐震シェルター 

本町は耐震シェルター設置費用の一部を補助する制度を実施しています。 

 

表 3-13 三郷町耐震シェルター設置補助事業実施状況 

年度 耐震シェルター補助件数 

令和 2 年度 0 件 

令和 3 年度 0 件 

令和 4 年度 0 件 

令和 5 年度 0 件 

令和 6 年度 0 件 

令和 7 年度 0 件 

合計 0 件 

（出典：町調べ） 
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（4）ブロック塀等の撤去改修 

本町は平成 30 年度からブロック塀等の撤去改修工事に対する補助を実施しています。 

 

表 3-14 三郷町ブロック塀等の撤去改修支援事業実施状況 

年度 撤去改修実施件数 

令和 2 年度 3 件 

令和 3 年度 2 件 

令和 4 年度 3 件 

令和 5 年度 5 件 

令和 6 年度 2 件 

令和 7 年度 5 件 

合計 20 件 

（出典：町調べ） 
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４．耐震改修等の目標の設定 

4-1. 国・県の目標 

（1）国の目標 

国は、現在、住宅については令和 17年までに、要緊急安全確認大規模建築物について

は令和 12年までに、要安全確認計画記載建築物については早期に、耐震性が不十分なも

のをおおむね解消することを目標に掲げています。 

また、令和 7 年 6 月に閣議決定された第１次国土強靱化実施中期計画（令和 8 年度か

ら令和 12年度）においては、住宅の耐震化率について、令和 12年までに 95％とするこ

とが計画期間目標として掲げられています。 

 

（2）県の目標 

令和 8 年 3 月改定の「奈良県耐震改修促進計画」において、以下の目標を定めていま

す。 

 

住宅 令和 17年までに耐震化が不十分な住宅をおおむね解消 

（中間目標値） 令和 12年の耐震化率 95％ 

要緊急安全確認大規模建築物 令和 12 年までに耐震化が不十分な要緊急安全確認大規

模建築物をおおむね解消 

要安全確認計画記載建築物 

（防災拠点建築物） 

（緊急輸送道路沿道建築物） 

令和 17 年までに耐震化が不十分な要安全確認計画記載

建築物をおおむね解消 

県有建築物 解消に向けた取り組みを継続 
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4-2. 本町の目標設定 

（1）基本方針 

本町では国や県の目標を踏まえ、住宅（戸建て住宅、共同住宅等）、多数物が利用す

る建築物等のそれぞれについて耐震化の現状を踏まえて目標を設定し、目標達成のため

の施策を展開します。 

目標達成状況の検証は、概ね 5年が経過した段階で行う中間点検時及び耐震改修促進

計画終了時に検証します。目標達成状況の検証については以下の方法が考えられます。 

●住宅の検証：住宅・土地統計調査の結果に基づき検証 

●多数物が利用する建築物等：耐震診断の有無や耐震化の取り組み状況に基づき検証 

   

 

（2）住宅の耐震化の目標 

住宅の耐震化の目標は、住宅の耐震化の現状、これまでの本町の取り組み、県の耐震

改修促進計画を踏まえ、令和 17年度までに耐震性の不足する住宅をおおむね解消するこ

ととします。また、中間年である令和 12年までに住宅の耐震化率 95％を目指します。 

令和 12 年度の推計では改修工事による耐震化の住宅も含めて約 87.5％が耐震化され

ているものと考えられますが、耐震化率 95％を目指すためには、さらに 764 戸の耐震化

が必要となります。 

また令和 17 年度の推計では令和 12 年以降の改修工事による耐震化の住宅も含めて約

96.0％が耐震化されているものと考えられますが、耐震性の不足する住宅のおおむね解

消を目指すためには、さらに 416戸の耐震化が必要となります。 

 

住宅の耐震化 

の目標 

令和 12年度：95％以上を目指す 

令和 17年度までに耐震性の不足する住宅をおおむね解消する 

 

このため、耐震化の重要性・必要性についての普及・啓発、耐震化を支援する施策を一

層推進することにより、旧耐震建築物の建替え、耐震改修の促進を図るものとします。 
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図 4-1 住宅の耐震化の目標（令和 12年度、17年度推計） 

注）構成比の合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

  

 【R7】9888 戸  【R12】10,158 戸  【R17】10,428 戸  【R17】10,428 戸 

   
 

 

増分 

364 戸（3.5％） 
 

増分 

364 戸（3.5％） 
増分 

270 戸（2.7％） 

耐震化されている 

住宅 
8,885 戸（85.2％） 

 

耐震化されている 

住宅 

9648 戸（92.5％） 

耐震化されている 

住宅 

8522 戸（86.2％） 

 

耐震化されている 

住宅 

8,616 戸（84.8％） 

 

 

 

耐震改修済 
355 戸 

耐震性を満たす住
宅数 

1,312 戸 

 
耐震改修済 

421 戸 

耐震性が不十分な住
宅 

1,366 戸（13.8％） 

 耐震改修済 

487 戸 

施策の促進等による
耐震化 

764 戸（7.5％） 

 

施策の促進等によ
る耐震化 

764 戸（7.3％） 
 

耐震改修済 

487 戸 
耐震性が不十分な住

宅 
508 戸（5.0％） 

耐震性が不十分な
住宅 

416 戸（4.0％） 

施策の促進等による
耐震化 

416 戸（4..0％） 
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（3）多数物が利用する建築物等の耐震化の目標 

多数物が利用する建築物等の耐震化を促進するため、「耐震性不明の建築物」に対し

て耐震診断の実施を促します。また、耐震診断実施後も耐震改修にむけたフォローアッ

プを図ります。 

耐震化の重要性・必要性についての普及・啓発、耐震化を支援する施策を一層推進す

ることにより、旧耐震建築物の建替え、耐震改修の促進を図ります。 

 

多数物が利用する建築物等の耐震化の目標 耐震診断の実施を促す 
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（4）町有建築物の耐震化 

①町有建築物における耐震化の現状 

災害時に庁舎は災害対策本部、病院は医療救護活動の拠点、学校は避難所として、多

くの公共施設が被災後の応急対策活動の拠点として活用されます。 

公共施設の耐震化を進めることは、被災時の利用者の安全の確保、被災後の応急対策

活動の拠点施設としての機能の確保ばかりでなく、防災拠点としての迅速な対応につな

がり大変重要であることから、本町では緊急度の高い施設から耐震化を進めてきました。 

令和 7年までに「旧耐震建築物」の町有建築物（多数の者が利用する建築物）12棟の

すべての耐震診断を実施し、順次、耐震改修を行いました。その結果、「耐震化されてい

る建築物」は 10棟です。なお「耐震性不十分な建築物」2棟の町営住宅については、用

途廃止の予定です。 

 

表 4-1 町有建築物（多数物が利用する建築物）における耐震化の現状 

施設区分 

旧耐震 

建築物 

 

  

耐震診断実施済み  耐震改修済

み 

  

耐震化 

されている 

建築物 

 

耐震化不明

もしくは耐

震性不十分

な建築物 

 耐震性を

満たす  

防災上重要な建築物（庁舎、病

院、学校、社会福祉施設等） 
6 6 0 6 6 0 

不特定多数の者が利用する建築

物（店舗、ホテル、旅館等） 
－ － － － － － 

特定多数の者が利用する建築物

（賃貸住宅、事務所、工場等） 
6 6 2 2 4 2 

合計 12 12 2 8 10 2 
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５．建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための施策 

5-1. 耐震診断及び耐震改修に係る基本的な取り組み方針 

本町は、これまで災害対策基本法の規定に基づき、三郷町地域防災計画を策定し、災害

に強いまちづくりを推進してきました。 

しかし、大震災による住宅・建築物の倒壊等の被害から住民の生命、身体及び財産を守

り、被害を最小限にとどめるためには、行政はもとより町民一人ひとりが自発的かつ積極

的に地震対策を実施することが極めて重要であり、家庭、事業所及び地域における住民相

互の協力による地域の防災力の向上を図ることが不可欠です。 

住宅・建築物の耐震化は、住宅・建築物の所有者が自ら取り組まなければならない問題

であり、本町は、こうした住宅・建築物の所有者による耐震化への取り組みをできる限り

支援することとし、耐震診断及び耐震改修を行いやすい環境整備や、費用の負担軽減に係

る事業を実施することにより、建築物の耐震化の促進を図ることを基本的な取り組み方針

とします。 

 

5-2. 役割分担 

（1）住宅・建築物の所有者等の役割 

住宅・建築物の所有者等は、地震防災対策を自らの問題、地域の問題として捉え、住

宅・建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図るため、耐震診断、

耐震改修及び建替え等に努め、自ら「生命・財産を守る」ことを基本とします。 

 

（2）本町の役割 

本町は、「住民の生命・財産を守る」ことを基本とし、本計画を踏まえて優先的に耐震

化すべき建築物や重点的に耐震化すべき地域の耐震化を促進し、地震に強いまちづくり

に努めることを基本とします。 

 

（3）建築関係団体等の役割 

建築関係団体等は、住宅・建築物の耐震化に関する技術の向上・開発に努めるととも

に、住宅・建築物の所有者等が気軽に相談できる体制の構築に協力し、耐震診断、耐震

改修や建替え等による耐震化の促進に寄与することを基本とします。 

 

5-3. 耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策 

本耐震診断及び耐震改修の促進を図るための支援策の充実に努めます。制度の運用に

あたっては、物価・人件費の動向を適宜把握し、必要に応じて補助制度の内容や上限額

の見直しの検討を行います。 
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（1）耐震診断に関する支援策 

所有者からの申請に基づき、本町が技術者を派遣し、耐震診断を行う「既存木造住宅

耐震診断支援事業」を平成 18年度より実施しており、今後さらなる充実を図ることとし

ます。 

 

（2）耐震改修に関する支援策 

耐震改修は、個人の財産である建築物に対して施工するものであることから、基本的

には所有者の責任において実施されるべきものです。 

しかし、耐震化がなされ建築物の被害が軽減されることにより、仮設住宅やがれきの

減少が図られ、早期の復旧・復興に寄与すること、避難路の閉塞を防止できることが期

待されます。 

このため、本町では、平成 25年度より耐震性が不十分である建築物の耐震改修に要す

る費用の一部を補助する「既存木造住宅耐震改修支援事業」を実施していますが、今後

も町の財政状況等を考慮しつつ継続的に実施していきます。  
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5-4. 安心して耐震改修を行うことができるようにするための環境整備 

近年、リフォーム工事契約に伴う消費者被害が社会問題となっていることから、建物所

有者等が安心して耐震改修を実施できる環境整備に取り組む必要があります。特に、「だ

れに相談すればよいか」「だれに頼めばよいか」「工事費用は適正か」「工事内容は適切

か」等の耐震化に取り組む所有者の不安を解消することが急務です。 

本町では、都市建設課を相談窓口として、このような相談があった際に適切に対応でき

るよう、税制、助成制度等の説明や、専門家・事業者の紹介体制の整備を行います。 

 

■耐震改修等に関する相談体制の充実 ・相談窓口（三郷町役場都市建設課） 

■技術者の紹介 ・（一社）奈良県建築士事務所協会 

・（一財）日本建築防災協会 

■耐震診断・耐震改修に関する公的評

価 

・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネ

ットワーク委員会に参加する団体が設置

する耐震判定委員会 

（（一財）日本建築防災協会） 

■住宅リフォーム事業者団体登録制度 ・（(一社)住宅リフォーム推進協議会） 

■耐震改修事業者リスト ・県内市町村の補助金を受けた木造住宅耐

震改修工事実績のある事業者(奈良県) 

■信頼できる耐震改修事業者等の情報提供 
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5-5. 地震時の建築物の総合的な安全対策 

これまでの地震被害の状況から、住宅・建築物の耐震化とあわせて、居住空間内の安全

確保、エレベーターの閉じ込め防止対策、ブロック塀等の倒壊防止対策や天井等の落下防

止対策を実施する必要性が指摘されています。 

このため、県と連携して被害の発生するおそれのある建物所有者に対し、広報誌等を通

じ必要な措置を講じるよう啓発し、地震時の総合的な建築物の安全対策を推進します。 

 

（1）居住空間内の安全確保 

地震時における家具・食器棚・冷蔵庫等の転倒は、それによる人の負傷に加え、避難や

救助活動等の支障となります。 

このため、家具等の転倒防止対策やガラス等の飛散防止対策等に関するパンフレット

等により、居住空間内の安全確保に関する知識の普及啓発に努めます。 

また、住宅の耐震改修が困難な住宅所有者に対して、地震により住宅が倒壊しても安

全な空間を確保でき、命を守ることができるよう、耐震シェルター等の活用を啓発しま

す。 

図 5-1 室内の安全対策 

 

 

 

 

 

 

（出典：奈良県資料） 

 

（2）エレベーターの耐震対策・閉じ込め防止 

地震時のエレベーターの閉じ込め被害を軽減させる安全装置を設置していない既設エ

レベーターについては、県への定期報告制度を活用し所有者又は管理者に安全装置の設

置を促すよう周知を図ります。 

また、地震の揺れによる部品の脱落等により運転休止とならないようエレベーターの

脱落防止対策等の耐震対策等の必要性の情報提供に努めます。 

 

（3）ブロック塀等の工作物の安全対策 

地震によってブロック塀が倒壊すると、死傷者が出るおそれがあるばかりでなく、地

震後の避難や救助・消火活動にも支障が生じる可能性があるため、ブロック塀等の安全

対策を行っていく必要があります。このため、本町では具体的な取り組みとして、ブロ

ック塀、ベランダ及び屋根等、住宅の危険度の点検や補強方法、管理耐震診断方法に関

する情報提供を行い、町民自身による地震に対する安全確認を促すとともに、防災意識

の向上を図っていきます。 
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県や関係団体と連携して、特に通学路や避難路沿いの危険なブロック塀等の所有者に

対して注意喚起を実施するなど、優先度、危険度に応じた計画的な改善を促進し、あわ

せて安全な構法を普及・促進します。 

また、道路等の通行の安全及び避難経路の確保を図るため、倒壊する危険性のあるブ

ロック塀等を撤去される工事費用の一部を町から補助する「三郷町ブロック塀等の撤去

改修支援事業」を継続的に実施していきます。 

看板等については、転落・落下の危険性及び点検方法や補強方法等の安全対策につい

てパンフレット等により普及啓発に努めます。 

 

図 5-2 ブロック塀等の点検のチェックポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 

 

 

（4）大規模空間の天井崩落対策 

大規模空間を持つ建築物の天井については、地震時に天井が落下することによる被害

が生じる可能性があるため、所有者等に対し、天井の安全対策を紹介する県のホームペ

ージ等の情報提供を行います。 
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5-6. 優先的に耐震化に着手すべき建築物の設定 

地震に伴う倒壊等による被害を減少させる観点から、優先的に耐震化に着手すべき建築

物を設定します。 

 

（1）住宅 

住宅については、旧耐震建築物の木造住宅の過去の地震における被害状況、新耐震建

築物の構造種別に応じた法改正、告示基準の制定等を踏まえ、全ての住宅を「重点的に

耐震化を図る建築物」とします。 

このうち旧耐震建築物に該当する木造住宅については、その耐震性について特に問題

があると考えられることから「より重点的に耐震化を図る建築物」とします。 

 

（2）多数の者が利用する建築物等 

多数の者が利用する建築物（法第 14条第 1号）は、地震発生時に利用者の安全を確保

する必要が高いこと、危険物を取り扱う建築物（法第 14条第 2号）は、倒壊した場合に

多大な被害につながるおそれがあること、避難路沿道建築物（法第 14条第 3号）は、倒

壊した場合に道路を閉塞し、多数の者の円滑な避難を妨げるおそれがあることから、こ

れらの多数物が利用する建築物等を「重点的に耐震化を図る建築物」とします。 

 

5-7. 重点的に耐震化すべき区域の設定 

奈良県の全域が、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基

づく東南海・南海地震防災対策推進地域内にあることから、本町域全体を重点地区としま

す。また、人口集中地区（DID）や密集市街地及び緊急輸送道路の沿道地域を、早急に対応

すべき地区とします。 

 

5-8. 通行を確保すべき道路沿道の建築物の耐震化 

地震発生時に、緊急車両や相当多数の者の避難などの通行を確保すべき道路においては、

その道路の沿道建築物が地震によって倒壊し、当該道路を閉塞することのないよう耐震化

の促進を図る必要があります。 

県では、地震発生時に建築物の倒壊によって緊急車両の通行や住民の避難の妨げとなる

おそれがある道路として、県地域防災計画に定められた第 1 次及び第 2 次緊急輸送道路を

指定しています。 

本町では、これらの緊急輸送道路に加え、本町の避難所及び災害時重要施設に通じる補

助道路を、「地震発生時において通行を確保すべき道路」として指定します。 

これらの道路沿道において倒壊時に道路を閉塞させるおそれのある建築物に対しては、

建物所有者に積極的に耐震診断を行うよう働きかけるなど、耐震診断及び耐震改修の促進

を図ります。 
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図 5-1 地震発生時に通行を確保すべき道路指定図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 道路閉塞させる住宅・建築物・組積造の塀 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省ホームページ） 

  

凡  例 

 県指定路線 

 町指定路線 

 

③組積造の塀 
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６．建築物の地震に対する安全性の向上に関する啓発及び知識の
普及に関する事項 

6-1. 地震ハザードマップの作成及び公表 

地震ハザードマップは、地震による被害の発生見通しと、避難方法等に関する情報を住

民にわかりやすく事前に提供することによって、平常時から防災意識の向上と、住宅・建

築物の耐震化を促進する効果が期待できます。 

本町では、発生のおそれがある地震の概要と、地震による危険性の程度等を記載した地

震ハザードマップを、町の財政状況等を勘案したうえで作成し公表しています。 

今後も、地震ハザードマップの公表を通じて、地域において発生のおそれがある想定地

震における建物被害等の可能性を伝え、防災意識の向上や住宅等の耐震化の推進を図りま

す。 

 

6-2. 相談体制の整備及び情報提供の充実 

建築物の耐震診断や耐震改修に関する多様な町民からの相談に対応するため、現在行っ

ている窓口業務に加え、住民や建物の所有者等からの相談体制の整備、広報誌やホームペ

ージ等を通じた情報提供（耐震改修工法、費用、事業者情報、標準契約書、助成制度の概

要、税制等）に関する事業等の充実を図ります。 

 

6-3. パンフレットの配布、セミナー・講習会等の開催 

耐震診断及び耐震改修に関する事業の促進に資するパンフレットを配布し、補助制度や

融資制度の普及・啓発に努め、既存建築物の耐震診断及び耐震改修の必要性を啓発してい

きます。 

また、セミナー・講習会の開催、耐震改修事例集の紹介、広報活動及び家具等の転倒防

止対策について、県と連携して実施していきます。 

 

（1）パンフレットの配布 

財団法人日本建築防災協会編集の「誰でもできるわが家の耐震診断」や、奈良県作成

の「木造住宅耐震改修事例の紹介」、等耐震診断及び耐震改修に関するパンフレットを、

住宅・建築物所有者等に配布することにより、耐震化に関する情報提供及び普及・啓発

を図ります。 

 

（2）各種広報媒体を活用した周知 

広報誌やホームページ等を活用し、広く町民に対し制度の説明などを行い、耐震化の

普及・啓発を図ります。 
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6-4. リフォームにあわせた耐震改修の誘導と建替えの促進 

住宅設備のリフォーム、省エネ改修、バリアフリーリフォーム等の機会を捉えて耐震改

修の実施を促すことが効果的であり、また、あわせて工事を行うことにより費用面でのメ

リットもあります。 

このため、リフォームとあわせて耐震改修が行われるよう、リフォーム事業者等との連

携を推進します。 

また、建築物の耐震化促進においては、耐震改修とあわせて耐震性のない建築物を建替

え地震災害に強いまちづくりを進めていくことも効果的です。このため、旧耐震の基準で

建築された住宅を中心に老朽化が進んでいるものに対しては個別の建替えを促進する啓発

活動の実施など効果的な取り組みを推進します。 

 

6-5. 改正マンション関連法に基づく決議要件の緩和 

耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物（マンション等）について、大規模な

耐震改修を行おうとする場合の決議要件が緩和されました。 

町では、耐震改修を行おうとする区分所有建築物所有者に対して、普及・啓発を行いま

す。 

 

6-6. 新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法の普及 

平成 12 年（2000 年）に木造住宅の接合部等に係る建築基準法の耐震関係規定が明確化

されました。そのため、昭和 56年 6月以降に着工された住宅についても現行の規定を満た

さない場合が報告されています。 

平成 28 年熊本地震では、旧耐震基準による建築物のほか、新耐震基準の在来軸組構法の

木造住宅のうち、新耐震基準のうち平成 12年以前に建築された建築物についても倒壊等の

被害が確認されています。 

これを受け、国では、昭和 56 年 6 月から平成 12 年 5 月までに建築された木造住宅につ

いても、耐震性能を検証する方法として、「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法（新

耐震木造住宅検証法）」を取りまとめています。国土交通省のホームページで公開されて

いる「新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法（新耐震木造住宅検証法）」のリーフレッ

トは、建築所有者自身で行うチェック（平面及び立面の形状、接合部金物の使用、壁の配

置バランス、劣化状況、図面と建物の整合性確認等）によって、耐震改修の必要性を検証

できるものです。 

平成 12 年以前に建築された新耐震基準の在来軸組構法の木造住宅についても耐震性能

の検証及び必要に応じて安全性の向上が適切になされるよう、町のホームページなどを通

じて周知を図ります。 
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6-7. 自治会等との連携 

地震防災対策では、「自らの地域はみんなで守る」という共助の精神で地域活動を行う

ことが重要です。自治会等は、地域の災害時対応において重要な役割を果たすほか、平常

時においても地震時の危険箇所の点検や、耐震化の啓発を行うことが期待されます。 

このため、本町は自治会等の住民団体を対象に、防災訓練や自主防災組織の育成等、地

域全体での耐震化の促進を支援する施策を講じます。 
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７．その他耐震診断及び耐震改修の促進に関し必要な事項 

7-1. 所管行政庁との連携に関する事項 

建築物の耐震化の促進を図るためには、所管行政庁と十分調整を行い、効果的な指導を

行っていく必要があります。 

そのため、所管行政庁である県と十分連絡調整を行い、連携を図りながら指導を進めて

いきます。 

 

7-2. 庁内での推進体制の確立 

本町における防災、学校、社会・児童・障害福祉、社会教育、公営住宅等を所管する部局

等と横断的な耐震化に向けた推進組織を確立し、全庁が一体となって建築物の耐震化を推

進します。 

 

7-3. 関係団体との協働による推進体制の確立 

県、市町村、関係機関及び建築関係団体等で組織する「奈良県住宅・建築物耐震化促進

協議会」を活用し、耐震化への取り組みの情報交換等による連携を行い、住宅・建築物の

耐震化を推進します。 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

≪参考資料≫ 
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用語集 

 

【カ行】 

●建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進法） 

阪神・淡路大震災の教訓をもとに制定され、平成 7 年 12 月 25 日に施行された法律で、

新耐震基準を満たさない建築物について積極的に耐震診断や改修を進めることが定められ

ました。 

その後、平成 18年 1月の改正では、都道府県が計画を策定することが定められ、さらに、

平成 25年 11月 25日に施行された改正耐震改修促進法では、不特定多数の者が利用する建

築物等のうち大規模なものや都道府県が指定する避難路沿道建築物等については耐震診断

が義務付けられることとなりました。 

 

【サ行】 

●住宅・土地統計調査 

我が国の住宅に関する基礎的な統計調査で、総務省統計局が 5年ごとに実施しています。

住宅及び世帯の居住状況の実態を把握し、その現状と推移を、全国及び地域別に明らかに

することを目的に行うものです。 

 

●住宅リフォーム事業者団体登録制度 

消費者が安心して事業者を選び、リフォームを行うことができる環境を整えるために、

一定の要件（業務の適正な運営の確保及び消費者への情報提供を行う等）を満たす住宅リ

フォーム事業者の団体を国が登録する制度です（平成 26年 9月 1日施行）。 

 

●所管行政庁 

耐震改修促進法第 2 条第 3 項に定められているもので、奈良県における所管行政庁は、

建築基準法による特定行政庁＊（奈良市、橿原市、生駒市の長及び 3 市を除く区域は奈良

県知事）を指します。 

 

【タ行】 

●耐震改修 

地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除

却又は敷地の整備をすることです。 

 

●耐震基準 

建築物が地震の振動に耐えるために必要な構造基準で、関東大震災の翌年大正 13年に定

められ、昭和 25年に建築基準法により構造基準の見直しが行われました。その後の大地震

による建物被害から得られた知見により都度見直され、昭和 53年の宮城県沖地震後、昭和
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56 年 6 月には大きく改正されました。これを境に昭和 56 年 6 月以降の耐震基準を「新耐

震基準」、以前の耐震基準を「旧耐震基準」と表現しています。 

現行の耐震基準では、震度 6 強から 7 程度の大地震に対して、人命に危害を及ぼすよう

な倒壊等を生じないことを目標としています。法律では、この大地震を「極めて希に発生

する地震動」と表現しています。 

 

●耐震シェルター等 

耐震シェルターとは、住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間（シェルター）を

作り、安全を確保するものです。また、耐震シェルター以外にも、地震により住宅が倒壊

しても安全な空間を確保できるものとして、上部を金属製のフレームで覆うことで、寝て

いる人を保護する防災ベッドや、天板の中に鉄板が仕込まれている等により強度を上げ、

地震の際の落下物などから身を守ることができる防災ベッドがあります。 

 

●耐震診断 

地震に対する安全性を評価することです。 

建築物の構造形式によって、それぞれ何通りかの基準が定められています。木造住宅で

は、自ら住まいの耐震性をチェックできる簡易な「誰でもできるわが家の耐震診断」から

耐震改修を行うための精緻な「精密診断」まで目的に応じて採用します。 

 

●多数の者が利用する建築物等 

耐震改修促進法第 14条各号に該当する建築物で学校・病院・ホテル・事務所等一定規模

以上で多数の人々が利用する建築物、危険物の貯蔵場・処理場及び地震により倒壊し道路

を閉塞させるおそれのある建築物のことを本計画において「多数の者が利用する建築物等」

としています。平成 25 年の耐震改修促進法改正前には特定建築物とされていたものです。

【別表参照】 

 

●通行障害既存耐震不適格建築物 

地震によって倒壊した場合において、その敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の

円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして、耐震改修促進法第 14条 3号に定める既

存耐震不適格建築物をいいます。 

 

【ナ行】 

●奈良県地域防災計画 

地域防災計画は、災害対策基本法第 40条に基づき都道府県や市町村の各地方自治体の長

が、それぞれの防災会議に諮り、防災のために処理すべき業務などを具体的に定めた計画

です。奈良県では、災害の被害から「人命を守る」ことを最大の目標に、被災府県の課題や

教訓を活かし、今後発生しうる災害に備えるため令和 7年 3月に見直しています。 
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●南海トラフ巨大地震 

南海トラフは東海地方から紀伊半島、四国にかけての南方の沖合約 100km の海底にある

延長 700km の溝状の地形であり、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込んでいる

場所に相当します。過去に起った安政東海地震(1854 年）、東南海地震(1944 年）、南海道

地震(1946年）の大地震は、この南海トラフの沈み込みに関係したものであります。この地

震は、100～200年周期で繰り返し発生しており、将来、発生する可能性が高いと予想され

ている地震です。 

 

【ハ行】 

●防災拠点建築物 

大規模な地震が発生した場合において、その利用を確保することが公益上必要な施設の

建築物で、災害の応急対策活動に必要な官公署等の施設、救護活動の拠点となる病院等、

避難所と位置づけられた施設等があります。 

 

●避難路沿道建築物 

地震発生時やその復旧時において、避難拠点や救助活動拠点となる防災拠点を連絡する

輸送路となる緊急輸送道路沿道に建築された建築物や組積造の塀を指します。このうち通

行障害既存耐震不適格建築物となるものについては、当該道路を閉塞することがないよう

耐震化の促進を図る必要があります。 

 

【マ行】 

●密集市街地 

老朽化した木造建築物が密集し、かつ道路や公園などの公共施設が十分に整備されてい

ないため、火災・地震が発生した際に延焼防止・避難に必要な機能が確保されていない状

況にある市街地をいいます。 

 

【ヤ行】 

●要安全確認計画記載建築物 

耐震改修促進法に基づき、耐震診断の義務路線として地方公共団体の耐震改修促進計画

に位置づけられた道路沿道にあり、災害時に倒壊して道路を閉塞するおそれのある建築物

及び都道府県の耐震改修促進計画に位置づけられた避難所等の防災拠点建築物です。 

この建築物には、耐震診断結果の報告が義務づけられています。 

 

●要緊急安全確認大規模建築物 

耐震改修促進法附則第 3 条に定められている病院、店舗など不特定多数の者が利用する

建築物や小学校、老人ホームなど避難弱者の方が利用する建築物等のうち一定規模以上の

大規模なものです。 

この建築物には、耐震診断結果の報告が義務づけられています。【別表参照】
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別表 耐震改修促進法における規制対象建築物一覧 
 多数の者が利用する 

建築物等の規模要件 

（法第14条） 

指示対象となる特定既存耐

震不適格建築物の規模要件 

（法第15条） 

要緊急安全確認大規模建築

物＊の規模要件 

（附則第3条） 

学校 

小学校、中学校、義務

教育学校、中等教育学

校の前期課程、 

特別支援学校 

階数2以上かつ1,000㎡以上 

（屋内運動場の面積を含

む。） 

階数2以上かつ1,500㎡以上 

（屋内運動場の面積を含

む。） 

階数2以上かつ3,000㎡以上 

（屋内運動場の面積を含 

む。） 

上記以外の学校 階数3以上かつ1,000㎡以上   

体育館（一般公共の用に供されるも

の） 

階数1以上かつ1,000㎡以上 階数1以上かつ2,000㎡以上 階数1以上かつ5,000㎡以上 

ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

階数3以上かつ1,000㎡以上 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

病院、診療所 

劇場、観覧上、映画館、演芸場 

集会場、公会堂 

展示場 

卸売市場   

百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

ホテル、旅館 

賃貸住宅（共同住宅に限る。）、寄

宿舎下宿 

  

事務所 

老人ホーム、老人短期入所施設、福

祉ホームその他これらに類するもの 

階数2以上かつ1,000㎡以上 階数2以上かつ2,000㎡以上 階数2以上かつ5,000㎡以上 

老人福祉セン夕ー、児童厚生施設、

身体障害者福祉セン夕ー、その他こ

れらに類するもの 

幼稚園、保育所、幼保連携型認定こ

ども園 

階数2以上かつ500m2以上 階数2以上かつ750㎡以上 階数2以上かつ1,500㎡以上 

博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1,000㎡以上 階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

遊技場 

公衆浴場 

飲食店、キャバレー、料理店、ナイ

トクラブ、ダンスホールその他これ

らに類するもの 

理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その

他これらに類するサービス業を営む

店舗 

工場（危険物の貯蔵場または処理場

の用途に供する建築物を除く。） 

  

車両の停車場または船舶もしくは航

空機の発着場を構成する建築物で旅

客の乗降または待合の用に供 

するもの 

階数3以上かつ2,000㎡以上 階数3以上かつ5,000㎡以上 

自動車車庫その他の自動車または 

自転車の停留、または駐車のための

施設 

保健所、税務署その他これに類する

公益上必要な建築物 

危険物の貯蔵場又は処理場の用途に

供する建築物 

政令で定める数量以上の危

険物を貯蔵し、又は処理す

る全ての建築物 

500㎡以上 

階数1以上かつ5,000㎡以上

（敷地境界線から一定距離

以内に存する建築物に限

る） 

避難路沿道建築物 

耐震改修促進計画で指定す

る重要な避難路の沿道建築

物であって、前面道路幅員

の1/2超の高さの建築物 

（道路幅員が12m以下の場

合は6m超） 

左に同じ 
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